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され、本会の活動に関して決議する。総会は本会

会員によって構成される。 

 （2）総会は代理も含め議決権数（出席者および

代理）の三分の二以上の賛成がある時に、有効に

決議をすることができる。 

 

第 10 条（名誉会長） 本会には、会長の推薦に

より、実行委員会および総会の議を経て、名誉会

長を置くことができる。 

 

第４章（運営） 

第 11 条（顧問） 実行委員会は参与機関として、

不定数の顧問を定めることができる。顧問は実行

委員会に出席できるが、評決には加わらない。 

第 11 条（定款の改定） この定款の変更には、

総会の議決権数有効議決数の三分の二以上の賛成

同意を必要とする。 

 

第 12 条（会計年度） 本会は、4 月 1 日から翌

年 3 月 31 日までを会計年度とする。 

                          

1977 年 規定  

                       

2005 年 4 月 16 日 改定 

2017 年 5 月 13 日 改定 

2020 年 6 月 27 日 改定 

 

日仏演劇協会 役員 

（2022 年度） 

会長 

  伊藤 洋 

   （早稲田大学名誉教授、演劇博物館元館長） 

副会長 

  野村万作（狂言師、「万作の会」代表） 

事務局長 

  片山幹生（早稲田大学非常勤講師） 

実行委員（50 音順） 

  穴澤万里子 

  岡村正太郎 

  北原まり子 

  村上由美 

  横田宇雄 

  横山義志 

 

 

編集後記 

本号を以て、3 期に分けて特集した「日仏演劇

協会創立 60 周年」が終ります。この特集にあた

り、伊藤洋会長、野村万作副会長を始め、橋本能

氏、齋藤公一氏、堀切克洋氏、そして、現役の実

行委員である片山幹生事務局長、穴澤万里子会員、

横山義志会員から貴重な歴史の証言をいただくこ

とができました。本特集の編集作業では、1980

年代の第 1 期会報から多くの情報を得ています。

記録資料としての会報の重要性をあらためて認識

しました。 

今号は初めての舞踊特集号となりました。フラ

ンス語での寄稿（これも初めての試みでした）は、

パリという中心を離れ、最近舞踊学の専任ポスト

がつくられたストラスブール大学、フランス語圏

のルクセンブルク大公国から報告をいただきまし

た。常に更新されていく舞踊と舞踊学のダイナミ

ズムと多様性は、振付（家）概念を超えようとす

る作品、文学やサーカスとの結びつき、新たな舞

踊学の方法論の模索についての各論考から、感じ

とっていっただけると思います。 

 新型コロナ感染症蔓延の時期に、協会の活動を

維持し、Zoom イベントの活発化にご尽力くださ

った片山幹生氏が今春で事務局長を退任されます。

編集作業は、事務局長及び実行委員会の協力なし

では不可能でした。ここに、感謝の意を表します。 

（北原） 


